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あま市人権ふれあいセンター運営審議会規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（委員） （委員） 

第４条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市

長が委嘱する。 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 市関係職員 

 (2) 教育関係者 

 (3) 市社会福祉協議会会長 

 (4) 地域住民の代表者 

 (5) 産業経済団体の代表者 

 (6) 学識経験者 

２以下 略  ２以下 略  

 


